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高齢者住宅に関する提言書を提出 R3.10.4

• 高齢者住宅協会竹中会⾧から国土交通省淡野住宅
局⾧へ提言書を手交（R3.10.4）

• 竹中会⾧から厚生労働省土生老健局⾧に提言書を説明
（Ｒ3.12.21）



提言書の展開
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■提言書の提出を説明
・高住協会員向け説明会を開催
（ R3.11. 8）会員12社21名が
出席

・住団連成熟社会居住研究会に
て説明 29名が出席
（R3.11.10）

ハウジング
トリビューン630号

ハウジング
トリビューン
632号

高齢者住宅新聞 2021/11/10月号

■提言書の提出をメディア展開
・ハウジングトリビューン、
高齢者住宅新聞に掲載

住宅生産団体連合会成熟社会研究会 名簿
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高齢者住宅に関する３つの提言 【要旨】

【早めの相談】

【見守り住宅】

【住宅循環】



自宅に暮らし続けたい高齢者が多いが
自宅は高齢期に適した仕様となっていない。

高齢者の事故の

約8割が 住宅内で
発生。

実は住み慣れた自
宅が危険
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【現状認識】
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出典：厚生労働省「人口動態調査」、消費者庁報道発表資料令和2年11月19日
注：家及び居住施設の浴槽における死亡者数は、「Ｗ65 浴槽内での溺死及び溺水」と「Ｗ66 浴槽への転落による溺死及び溺水」を基に消費者庁で作成

高齢者の交通事故は減少するが転倒・入浴事故は増加
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【現状認識】



高齢者の居住する住宅の住宅性能
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資料：総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査」より作成 改修が必要な住宅が多数

【現状認識】

（千戸）（千戸）



資料：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際調査比較」（2020年）
厚生労働省「人口動態統計」（2019年）

注：「自宅等」には、子の家、高齢者向け住宅を含む

【想いと現実のギャップ】
【現状認識】

希望

自宅：73％

病院：17％

多くの方が自宅での
最期を希望している

現実

自宅：14％

病院：76％

多くの方が病院での
最期を迎えている
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『病院で亡くなる時代』から『高齢者住宅を含む自宅で亡くなる時代』へ
自治体間競争がはじまる転換期！

高齢者に対して適切な住まいを提供するのは高齢者住宅協会の会員各社の
新しい役割

・少子高齢化=多死少産化で、亡くなる場所が定まらない時代へ 【図1】
・7割の方が自宅で最期を希望、現実は病院が8割 【図2】
・地域包括ケアの推進=社会保障費からも自宅で「老衰」の時代へ

【図2】

【現状認識】
高齢者に対して適切な住まいを提供することが必要
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資料：一般財団法人厚生労働協会 シンポジウム平成29年1月28日「地域の医療・介護連携で何を目
指すのか？」鈴木 康裕 (厚生労働省保険局⾧)氏資料
https://www.hws-kyokai.or.jp/images/info/chiiki/shimpo-shiryo1.pdf（2022/02/16最終閲覧）

出典：2006（平成18年）までの実績は厚生労働省「人口動態統計」
2007（平成19年以降の推計は国立社会保障・人口問題研究所）「人口統計資料集」（2006年度
版）から推定

【図1】

資料：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際調査比較」（2020年）
厚生労働省「人口動態統計」（2019年）

注：「自宅等」には、子の家、高齢者向け住宅を含む



早めの相談
高齢期に備えた適切な住まい選びのための
情報環境の整備
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早めの相談：住み続けるか・住替えかの総合相談体制の構築
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総合相談サイト オンライン相談相談

NHK出版「きょうの健康」７月号掲載

■オンライン相談窓口
・R2.12月より開始した、住替え
るか住み続けるかオンライン
の総合相談窓口試行

・R2年度：相談4件（1～3月）
R3年度：相談10件（6～1月）

■リアル相談：セミナー＆相談会
・藤沢市の後援を得て、４回連続
セミナー＆相談会を開催

会員有志が「人生100年時代を支える住まい環境
整備モデル事業」に選定された「『高齢期の健康
で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライ
ン』の普及を目的とした、早めの住み替えや改修
を促すための住まい方アセスメントと相談・サ
ポート体制の構築と効果検証」の一環として実施



早めの相談に対応できる相談員研修
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■住まいの提案力UP講座
・介護のこと、将来の変化のことについ
て、基礎知識をつけてもらって、相談
者の将来の変化を踏まえた提案ができ
るようにする。

・R元年度は現場研修（5名受講）
・R２年度より入門編、R３年度はロール
プレイングを交えた応用編を開始

・入門編講座は計515名修了（12月末時点）
・応用編講座は計28名修了（1月末時点）

・高住連が実施する高齢者住まい紹介事業者向け研修と連携

応用編講座のZoom画面

応用編講座修了者 配布物



早めの相談を含めた「高齢期改修ガイドライン」の普及
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ユーザー向け
冊子
主にセミナー等での資
料として想定

事業者向け
冊子
主に居住者への改
修提案時の参考資
料として想定

支援策冊子
融資や税制などの
リフォーム支援策を
紹介

リーフレット
主に窓口での配布を想定
制度のあらましを記載

・ガイドライン策定(2019.3)を受け、ガイドライ
ン検討会に参加した事業者によるWGで検討し、
検討会座⾧など関係者に意見を照会して、冊
子・リーフレットを作成。

・各地方公共団体窓口や、セミナー等にて配布。
（一社）リフォーム推進協議会と連携して配布。
・地方公共団体や業界団体等からの依頼により、
リーフレット等を提供。

配布・提供部数（2019年10月～2021年3月）
ユーザー向け冊子 計18,580部
事業者向け冊子 計16,160部
支援策冊子 計 1,360部
リーフレット 計12,845部

冊子・リーフレットの作成・配布・提供

講師派遣 ／ 取材対応

早めの相談／相談員研修（前頁に掲載）



ガイドライン普及（講師派遣） その１

14

■浦安市 住まいの講習会（市民向け）

〇ポストコロナ時代「60，70、80歳からの
暮らし方選択」高齢者住宅協会

〇住まなくなった家の使い方～マイホーム
借り上げ制度の紹介 移住住みかえ支援
機構

浦安市WAVE101（R3.12.18）

■かながわ住まいまちづくり協会 高齢
者向け住宅改造施工業者登録更新講習
会（事業者向け）

〇介護保険でもここまでできるバリアフ
リー改修

神奈川県室内装飾事業協同組合
〇高齢期の健康で快適な暮らしのための
住まいの改修ガイドラインについて

高齢者住宅協会
〇ガイドライン配慮事項を実現する改修
事例 断熱建材協議会

神奈川県建設会館（R3.12.15）

・地方公共団体等からの依頼を受け講師・相談員派遣
2019年度

9/28 山梨県居住支援協議会「いきいき山梨ねんりんピック」
11/16 船橋市居住支援協議会「住まいの講演会」
11/18 日管協山梨支部「賃貸住宅オーナーセミナー」
1/18 川崎市「高齢期の暮らしのためのリフォーム講習会」
1/25 千葉市「豊かな高齢期を迎えるための住まいづくりセミナー」

2020年度
10/15 群馬県「群馬県空き家対策セミナー」



ガイドライン普及（講師派遣、取材対応） その２
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■NHK出版 きょうの健康 取材協力
2021年7月号、2022年1月号

■NHK文化センター オンライン講座
講師派遣

■タウンニュース藤沢版 取材協力

収録の様子（R4.1.20）タウンニュース藤沢版
2022年1月1日号



見守り住宅
既存住宅等の地域資源の活用も含めて、
高齢期の住まいに多様な選択肢の整備を
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サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの運営
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■サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム：サ付き】

全国のサービス付
き高齢者向け住宅
を掲載

・2017年5月より開始した「運営情報」は全サ付きの6割以上が公開

運営情報により住宅の多様性が明らかに⇒より選びやすくすることが必要

【見守り住宅】



サービス付き高齢者向け住宅の多様性
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25㎡未満
25㎡以上
30㎡未満

30㎡以上 計

6,310 24,752 21,340 52,402

(2.3%) (9.2%) (7.9%) (19.4%)

38,317 5,329 2,457 46,103

(14.2%) (2.0%) (0.9%) (17.1%)

167,459 2,733 769 170,961

(62.1%) (1.0%) (0.3%) (63.4%)

212,086 32,814 24,566 269,466

(78.7%) (12.2%) (9.1%) (100.0%)
計

①台所・浴室
ともにあり
（フル完備）

②　①,③以
外

③台所・浴室
ともになし

■住戸面積別・設備の状況別の戸数
（n=269,466）

■住戸面積別・設備の状況別の入居者の要介護等の割合（n=130,549）

注：各セルの右上の数値は各タイプの平均年齢

【集計方法】
※１まず、登録情報をもとに、住宅内に面積・設
備の異なる住戸が混在している場合、当該住宅
における最も多い面積及び設備状況を当該住宅
の類型として判定した。そのうえで、運営情報
をもとに、入居者の要介護度別人数を集計した。

※２ 右表中のカッコ内の数字のうち、％は当項
における集計対象とした全サービス付き高齢者
向け住宅への入居者総数：130,549人に対する
割合を示す。

資料：サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（令和3年8月末）

【見守り住宅】

参考：サービス付き高齢者向け住宅の住戸規模・設備状況別の戸数と入居者の要介護度の状況



一元的な情報提供を

【サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム：サ付き】

【介護サービス情報公表システム：介護付有料H、住宅型有料H】

サービス付き高齢者向け住宅は、
一般社団法人高齢者住宅協会が運営する
「サービス付き高齢者向け住宅情報提供
システム」より全国、すべてのサ付きを
一元的に表示
https://www.satsuki-jutaku.jp/

介護保険法に基づき、厚生労働省が運営す
る「介護サービス情報公表システム」より
介護付き有料老人ホームは、「介護事業所
を検索する」より「特定施設」を選択して
表示
介護付き・住宅型有料老人ホームは、「有
料老人ホーム」を表示するより表示予定
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

介護付有料H（一部）
住宅型有料H（一部）

介護付有料H
（全国）

全国のサービス付き高齢者向け住宅を掲載
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2つを一元化
目標

【見守り住宅】
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既存ストック活用事例サービス付き高齢者向け住宅 （銀翼の森）
【見守り住宅】

物件名称 ハッピーホーム 銀翼の森

所在地 神奈川県横須賀市長沢１－５０－８

アクセス 京急久里浜線京急⾧沢駅から徒歩 7 
分

開設 2021年 1月

住戸規模 19.87 ３戸、24.84 ２戸
全戸バストイレミニキッチン付き

建築規模 5戸／築36年

月額費用 16万円～18万円（家賃・共益・サ費）

併設施設 なし

事業者 株式会社 銀翼の森

■一般賃貸住宅を全面改修してサービス付き高齢者向け住
宅に登録
１Ｆの１室を食堂に。
外階段を緩勾配に付け替え。将来的に段差昇降機が設置

できるようデッキ設置。
■全５戸、バストイレミニキッチンに洗濯機置き場を整備
■介護会社で２０年以上の経験を持つオーナーが、高齢期
の暮らしに必要な設備を導入。オーナー自ら常駐職員
として、アットホームな見守りを提供。オーナーの息
子が厨房で手作りの家庭料理を提供。

■２名の入居者とも２階に入居。三浦富士へのハイキング
コース、北下浦海岸への散歩道等、豊かな自然に囲ま
れているため、外出しやすく介護度が低下。

19.87m2 間取り

女性入居者必須の洗濯
機置場も設置

緩勾配外階段２階建て２棟のアパートをフルリノベ。
外回りにデッキを設置

もともとの押し入れを
トイレに改修
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IoTを活用した見守り付き住宅事例（サンリスタ鵠沼海岸）

～

【玄関】

○段差のないバリアフリー仕様

○ベンチ・手すりを設置

【浴室】

○ヒートショック予防のため、
浴室暖房機を設置

【エアコン見守りサービス】

○PM11：00~AM7：00に体動
を記録し、健康相談に活用

○夜間に体動がない場合や、
（熱中症予防のため）長時間
にわたって室温が高い場合、
電話で状況を確認

【安否確認(ALSOK)①】

〇緊急通報ボタンを設置し、
通報時はALSOKが
24時間365日緊急駆けつけ

○在宅時に専用機器に鍵を
挿入することで、入居者の
在宅／外出状況を把握

『エアコン見守りサービス』

⇩ 『緊急通報ボタン』

⇧ 『見守り情報配信

サービスキー』

【安否確認(ALSOK)②】

○トイレに動体センサーを
設置し、在宅時に10時間
以上動体が確認できない
場合、電話で状況を確認

※社会福祉法人伸こう福祉会
藤沢市内でデイサービスや認知症対応
グループホーム、介護付き有料老人ホーム
等を多数運営。介護サービスの提供や施設
への住み替え相談等、介護が必要になった
際の対応も可能。

～各種相談制度～
■伸こう福祉会※が訪問による
健康相談を実施 【月1回】

■家賃債務保証会社が
・電話連絡による健康状態確認を実施

【月1回】
・電話連絡(音声アナウンス)による
安否確認を実施 【月3回以上】

■仲介会社が誕生日に訪問し、入居後
の不便や困りごと等の相談を実施

常駐職員を置かず、自立した生活を重視した高齢者向け住宅
 IoT機器（エアコンセンサー）による見守り・月1回の健康相談・ALSOKによる安否確認等を提供

【見守り住宅】

名称 サンリスタ鵠沼海岸

所在地 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-4-15

事業者 パナソニックホームズ株式会社

開設 2021年6月

戸数 7戸

住戸面積 39.29㎡～48.82㎡（1LDK）

賃料 家賃：8.2万～9万円
共益費：4千円
生活支援費：2,75万円



住み続けられるための見守りサービス
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見守り

【見守り住宅】



住宅循環
高齢者が居住する住宅資産を活用し、
空き家を予防するための仕組みの整備
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認知症になると自宅の売却が難題となる
【住宅資産活用】

〇認知症の人は2025年に730万人に上ると推計されている。認知症有病率は、 80歳
を超えると女性は約2人に1人、男性も約３人に1人と推計されている。

〇75歳以上の人が所有する住宅は今後も増加するため、認知症の人の保有する住宅
も増加すると推計されている。認知症となってしまってからでは自宅の売却は困
難となる

資料（左・中）：二宮・清原・小原・米本（2015）「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する
研究」厚生労働科学研究費補助金特別研究事業厚生労働科学研究成果データベースより作成
資料（右）：平成30年住宅・土地統計調査より作成
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「ご自宅」の資産活用をさらに促進して、居住の場の選択を支援
ご自宅

居住の場の選択には
まず第一に資金

住宅資産を活用しやすくして
住み続けるか住み替えかの早めの選択を支援

制度利用上の課題
◎担保となる住宅は、耐震基準
適合のみで、高齢者の持家で
は使いづらい

⇒制度活用を見据え、早めに基
準適合に向けた性能向上が重
要（リフォームと合わせた融
資予約？）

◎死亡で融資終了⇒重度認知症
等で住替え余儀なくなった場
合には、住替え先住居費と返
済のダブルコストとなる懸念

（通常融資であれば、売却によ
り精算可）

⇒状態変化により融資終了等で
きないか

【住宅資産活用】
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資料：高齢者住宅協会「ライフビジョンを描いて賢い将来設計を」2021.04
https://www.satsuki-jutaku.jp/journal/article/p=984
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令和3年度 調査研究事業



最期まで自分らしい生活を送ることができる
住生活の実現を目指して

～高齢者住宅協会からの政策提言～

一般社団法人 高齢者住宅協会


